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１．事業者名     株式会社 都市資源開発 

代表者氏名    代表取締役 田篭 慶一 

２．所在地      本  社 ：〒８１２－０００８ 

                 福岡県福岡市博多区東光二丁目１６番１８号 

           工場(本店) ：〒８１１－２１１２ 

                 福岡県糟屋郡須恵町大字植木２０４７番地９１ 

           佐谷支店 ：〒８１１－２１１５ 

                 福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷１３９６番地１０ 

３．事業の内容 産業廃棄物収集運搬・中間処理及びリサイクル並びに建造物解体工事業

４．環境管理責任者  取締役 赤星 俊次 

担当者氏名    取締役 赤星 俊次 

連絡先      TEL ０９２－４１３－０８５５ 

           FAX ０９２－４１３－０８５６ 

           E メールアドレス shunji.akahoshi@tosishigenkaihatu.com

５．事業の規模 

区  分 単 位 
第 30 期 

2020年 7月～2021年 6月

第 31 期 

2021年 7月～2022 年 6月

第 32 期 

2022年 7月～2023年 6月

売 上 高 百万円 624.52 807.62 777.53

従 業 員 数 人 51 47 45

本 社 事 務 所 床 面 積 ㎡ 46.13 46.13 46.13

本 店 事 務 所 床 面 積 ㎡ 183.91 183.91 183.91

本 社 倉 庫 床 面 積 ㎡ 8.10 8.10 8.10

本 店 倉 庫 床 面 積 ㎡ 88.41 88.41 88.41

資 機 材 置 場 床 面 積 ㎡ 6,131.00 6,131.00 6,131.00 

本店工場・作業所等床面積 ㎡ 3,441.00 3,441.00 3,441.00 

佐谷工場・作業所等床面積 ㎡ 2,990.35 2,990.35 2,990.35

Ⅰ．組織の概要 
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６．事業の沿革     

1991 年 7月 有限会社 都市資源開発設立 

1999 年 1月 資本金を 1,000 万円へ増資

             「株式会社」へ組織変更 

                福岡市博多区へ本社移転 

    2006 年 6月 資本金を 3,000 万円へ増資 

７．組織図  

８．建設業許可 

（１）許可番号   福岡県知事 許可（特－３０）第４７２６７号 

（２）許可年月日        令和 5年 8月 28 日 

（３）許可の有効年月日   令和 10 年 8月 27 日 

（４）種類     土木工事業   とび・土工工事業   解体工事業 
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９．産業廃棄物処理業許可 

 （１）産業廃棄物処分業許可について 

a）許可番号  産業廃棄物処分業許可（許可番号 04020005573） 

b）許可年月日    令和 5年 3月 22 日 

c）許可の有効年月日 令和 12年 3月 21 日 

 d）事業計画の概要 

【破砕施設の事業計画】 

福岡市近郊・県内の建設現場や事業所で発生するがれき類・ガラスくず等・

鉱さいを搬入後、破砕して再生砕石として販売する。受け入れた木くずは

チップ化し、サーマルリサイクルの材料として販売する。廃石膏ボードは、

紙と石膏に分離した後、石膏を粉状にしてマテリアルリサイクルの材料と

して販売する。 

【選別施設の事業計画】 

福岡市近郊・県内の建設現場で発生する木くず・繊維くず・紙くず・ 

廃プラスチック類・金属くず・ゴムくず・がれき類・ガラスくず等の混合

物を搬入後選別処理し、各々の品目に応じて委託処分先に搬入し処理する。  

【圧縮・梱包施設の事業計画】  

廃プラスチック等の嵩の大きい廃棄物を圧縮・梱包施設を通じて嵩を 

小さくし、保管や運搬を容易にし、委託先で処分しやすいようにする。 

 e）事業の範囲 

【中間処理（破砕）】 

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等（以上３品目については自動

車等破砕物を除く）、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、鉱さい（土壌

の汚染に係る環境基準に適合し、かつ土壌汚染対策法施行規則別表第四の

上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲

げる基準に適合するものに限る）、がれき類 以上９品目 

【中間処理（選別）】 

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等（以上３品目については自動

車等破砕物を除く）、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類 

以上８品目 

【中間処理（圧縮梱包）】 

廃プラスチック類（自動車等破砕物を除き、軟質系廃プラスチックに限る）、 

紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず（自動車等破砕物を除く）、 

ガラスくず等（廃ロックウール及び廃グラスウールに限る） 以上７品目 
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 （２）産業廃棄物収集運搬業許可について 

 a）許可車両台数 ２６台 
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b）許可一覧 

【積替え保管施設】（福岡県にて平成１９年３月許可取得） 

廃プラスチック類、ガラスくず等(以上 2 品目については自動車等破砕

物を除く)、紙くず、木くず、繊維くず、がれき類(以上 6品目について

は石綿含有産業廃棄物に限る) 

所在地：福岡県糟屋郡須恵町大字植木字赤石 2047 番 109 

積替え保管面積：２０．２８㎡ 

積替え保管上限：４０．５６ 
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10．施設等の状況 

 （１）産業廃棄物処分施設について 

a）破砕施設（その１） 

 処理品目：ガラスくず等、鉱さい、がれき類 

 設置場所：福岡県糟屋郡須恵町大字植木字赤石 2047 番地 91 外 1筆 

設置年月日：平成 5年 11 月 1日 

 処理能力：ガラスくず等 432t/日（8時間）・鉱さい 1,208t/日（8時間） 

      がれき類 920t/日（8時間） 

処理方式：破砕 

 構造・設備の概要：ロールクラッシャ PRC1500P（がれき等の破砕） 

          磁選機（金属検出及び除去） 

         インパクトクラッシャ ACD2C（がれき等の破砕） 

振動スクリーン NSR5142（破砕物のサイズ分け） 

          風力選別機（砕石に混ざった軽量ごみ類を選別） 
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【処理フロー】
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a）破砕施設（その２） 

 処理品目：ガラスくず等（廃石膏ボードに限る） 

 設置場所：福岡県糟屋郡須恵町大字植木字赤石 2047 番地 127 

設置年月日：平成１９年１０月３１日 

 処理能力：４．８t/日（８時間） 

 処理方式：破砕 

 構造・設備の概要：分別機（石膏ボードから紙を剥離） 

金属検出機（金属検出及び除去） 

選別機（粒度の大きさで石膏と紙に選別） 

【処理フロー】 

    ※飛散防止で設置した集塵機に集まった石膏粉はリサイクル品に混合してます。 

石膏ボード 

投入ホッパー 

磁選機付ベルコン 

二次分別機 

整粒ローラ 

ＮＯ１ 排出コンベア ＮＯ２ 排出コンベア 

選別機 

一次分別機 

石膏 紙 

集塵機（石膏粉） 
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  a）破砕施設（その３） 

処理品目：木くず 

 設置場所：福岡県糟屋郡須恵町大字植木字赤石 2047 番地 121 

設置年月日：平成 25年 9月 26 日 

 処理能力：100t/日（8時間） 

 処理方式：破砕 

 構造・設備の概要：コンベア付ホッパー（木くず投入）、破砕機（チップ化） 

【処理フロー】 

  a）破砕施設（その 4） 

処理品目：廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、 

金属くず、ガラスくず等 

 設置場所：福岡県糟屋郡須恵町大字植木字赤石 2047 番地 109 

設置年月日：平成 30年 3月 20 日 

 処理能力：廃プラスチック類 3.34t/日（8時間）・紙くず 5.09t/日（8時間） 

      木くず 4.24t/日（8時間）・繊維くず 4.8t/日（8時間） 

      ゴムくず 4.25t/日（8時間）・ガラスくず等 4.32t/日（8時間） 

      金属くず 3.42t/日（8時間） 

 処理方式：破砕 

 構造・設備の概要：受入コンベア付ホッパー（廃プラスチック類投入） 

破砕機（梱包サイズに破砕） 

【処理フロー】 

木くず

破  砕 

投  入 

木チップ

混合廃棄物

破  砕 

投  入 

梱包サイズ廃棄物
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b）選別施設（その１） 

 処理品目：廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等 

      （以上 3品目については自動車等破砕物を除く） 

       紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類 

 設置場所：福岡県糟屋郡須恵町大字植木字赤石 2047 番地 91 

設置年月日：平成 17年 4月 25 日 

 処理能力：162ｔ/日（8時間） 

 処理方式：選別 

 構造・設備の概要：振動ふるい機（重量・粒度別に選別） 

風力選別機（軽量物除去）、磁力選別機（金属検出及び除去） 

b）選別施設（その２）

 処理品目：廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等 

      （以上 3品目については自動車等破砕物を除く） 

       紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類 

 設置場所：福岡県糟屋郡須恵町大字植木字赤石 2047 番地 121、122、127 

設置年月日：平成 30年 3月 20 日 

 処理能力 ：52.8t/日（8時間） 

 処理方式 ：選別 

 構造・設備の概要：振動ふるい機（重量・粒度別に選別） 

風力選別機（軽量物除去）、磁力選別機（金属検出及び除去） 

c）圧縮・梱包施設 

 処理品目 ：廃プラスチック類（自動車等破砕物を除き、軟質系に限る） 

       紙くず、繊維くず、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等 

 設置場所 ：福岡県糟屋郡須恵町大字植木字赤石 2047 番地 109 

設置年月日：平成 24年 11 月 25 日 

 処理能力 ：85.4t/日（8時間） 処理方式 ：圧縮梱包 

 構造・設備の概要：圧縮梱包機（廃プラスチック類を圧縮し番線で結束梱包） 

11．産業廃棄物処理料金、建造物解体工事料金 

  ●処理品目、処理量、期間、処理方法等により料金が異なります。 

  ●弊社の建造物解体工事は、施工管理は勿論のこと施工部隊、産業廃棄物収集運搬、

産業廃棄物処理施設まで、全てを自社で有しており、一貫したシステムで工事を

行います。 
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12. 処理実績 

（１）受託産業廃棄物の処理実績は、次のとおりです。 

収集・運搬（第 32期：2022 年 7月 1日～2023 年 6月 30 日） 

中間処理（第 32期：2022 年 7月 1日～2023 年 6月 30 日） 
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１．対象組織 

株式会社 都市資源開発 

本社      ：〒８１２－０００８ 福岡県福岡市博多区東光二丁目１６番１８号 

    工場（本店）：〒８１１－２１１２ 福岡県糟屋郡須恵町大字植木２０４７番地９１ 

    佐谷支店   ：〒８１１－２１１５ 福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷１３９６番地１０ 

２．対象活動 

   産業廃棄物収集運搬・中間処理及びリサイクル並びに建造物解体工事業

３．環境負荷数値に示す事業区分の範囲 

   ●全体は、本社と本店(事務所)、本店工場（産業廃棄物中間処理工場）、佐谷支

店、解体工事のすべてを含みます。 

   ●解体工事は、解体工事の現場のみの数値を言い、解体工事事務作業等の現場を

除く環境負荷は全体に含み解体工事数値には含まれていません。 

Ⅱ．対象範囲（認証・登録対象組織・活動） 
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環 境 経 営 方 針 

１．株式会社都市資源開発は、 

一人一人が「自主的な環境保全の意識」を持って 

環境負荷低減に向けた活動を行います。 

２． 事業活動を通して環境負荷低減活動に努めます。 

    ①使用エネルギー（電気、重油、軽油、ガソリン）を節約し、 

二酸化炭素排出量の削減に努めます。 

②受入廃棄物を選別し残渣減量に努め、リサイクル率を向上させる 

ことで環境負荷を低減します。 

    ③廃棄物排出量の削減に努めます。 

    ④節水に努めます。 

    ⑤化学物質使用の適切な管理に努めます。 

    ⑥環境配慮型の資機材を積極的に導入・購入します。 

⑦環境関連法規を遵守します。 

⑧経営における課題とチャンスを踏まえ環境経営の継続的な改善を 

行います。 

３．環境経営方針・目標を全従業員に周知します。 

制定日 2007 年 10 月 2 日  

改訂日  2021 年 7 月 1 日  

株式会社 都市資源開発 

代表取締役 田篭慶一

Ⅲ．環境経営方針 
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●第 32 期（2022 年 7 月～2023 年 6 月）以降の環境経営目標は以下のとおりです。 

●なお、目標削減率は前年期の目標値に対する削減率で設定しています。 

●解体工事は既設物の解体で発生する産業廃棄物を現場で分別し、リサイクルを 

高めることに努めています。 

●現場で発生する産業廃棄物の運搬や処分の大半は当社で行っており、営業担当や

事務担当、そして事務所も共有しています。よって、解体工事の目標は全社と共

通の目標設定にしています。 

環境経営目標 
事業 

区分 
単位 

基準年 

(第 29期の

目標値) 

第 32 期 第 33 期 第 34 期 

1 二酸化炭素排出量の削減 
廃棄物 
＋ 
解体 

㎏-CO2／ 
百万円 1,351.6 

1,233.6 

(△3％) 

1,196.6 

(△3％) 

1,160.7 

(△3％) 

2 
廃棄物排出量（一般廃棄物） 

の削減 

廃棄物 
＋ 
解体 

㎏／ 
百万円 1.223 

1.220 

(△0.01％)

1.219 

(△0.01％)

1.218 

(△0.01％)

3 
受入廃棄物のリサイクル率向上 

による最終処分量の削減 

廃棄物 
＋ 
解体 

ｔ／ 
百万円 4.946 

4.931 

(△0.1％)

4.926 

(△0.1％)

4.921 

(△0.1％)

4 総排水量（給水量）の削減 
廃棄物 
＋ 
解体 

1,572 
1,567 

(△0.1％)

1,565 

(△0.1％)

1,563 

(△0.1％)

5 化学物質使用量の適正管理 
廃棄物 
＋ 
解体 

㎏ 化学物質の適正管理に努める 

6 
再生砕石の環境性能の向上及び

サービスの改善 
廃棄物  再生砕石の品質向上とデータ集計に努める 

7 環境関連法規の遵守 
廃棄物 
＋ 
解体 

－ 環境関連法規を遵守します 

8 

経営における課題とチャンスを

踏まえ環境経営の継続的な改善

を行う 

廃棄物 
＋ 
解体 

－ 

①廃プラスチックの処分先を

開拓する 

②総務による営業事務活動を

行う 

③外国人雇用3名追加する

①e ラーニングで人材教育に

取り組む 

②人材不足解消のため新規

雇用手段へ取り組む 

③賃金改定に取り組む

備考： ・（  ）内は、前年目標値に対する削減率を示します。 
      ・事業区分とは産業廃棄物処理業(事務所活動含む)と解体工事業を示します。 

Ⅳ．環境経営目標 
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１． 二酸化炭素排出量の削減（△3％） 

（１）電気使用量の削減…解体も同様 

   ①ブラインドやカーテンの利用等により、熱の出入りを調節する。 

②機械・設備の電源をいれるのを３０分以上時間をずらして、 

    高出力にならないようにする。 

   ③空調の適温化（冷房 28度程度、暖房 20度程度）を徹底する。 

   ④事務室、工場などの照明は、昼休み、残業時など、不必要な時は消灯している 

   ⑤空調機のフィルターの定期的な清掃・交換など、適正に管理している 

（２）軽油使用量の削減…解体も同様 

   ①急発進・急加速を行わない。 

   ②作業時間や待機時間、走行距離の短縮化を図る。 

   ③アイドリングストップを行う。 

   ④建設機械等の作業を停止するときは、エンジンを停止する。 

Ⅴ．主要な環境経営計画及び取組内容 
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２．廃棄物排出量（一般廃棄物）の削減（△0.01％） 

①弁当の食べ残しを減らす。 

   ②両面、集約等の機能を活用した印刷及びコピーを徹底する。 

   ③分別を徹底し、ペーパーリサイクルの効率を上げる。 

   ④紙、金属缶、ガラスびん、プラスチック、電池等について、分別回収ボックス

の適正配置等により、ごみの分別を徹底する。 

   ⑤シュレッダーの使用を機密文書などに限り、シュレッダー処理紙のリサイクル

に努めている。 
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３．産業廃棄物の削減及び再資源化率の向上（△0.1％） 

 ①売却やリサイクル化ができるものを把握し、現場指導をする。 

   ②選別方法を改善してリサイクル率を高める。 

   ③自社工場を含めリサイクルを行うことができる業者に搬出する。 

   ④現場での産廃選別に努めリサイクル率を上げる。 

        ＜受入廃棄物の排出抑制とリサイクルの一例＞
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４．水使用量の削減（△0.1％） 

   ①節水活動に努める。 

   ②散水（粉塵防止用）は高圧水を用いて節水に努める。 

５．化学物質使用量の適正管理（塗料） 

  ①毎月の請求書より注文数量を把握する。 

   ②自主報告書により発注の無駄の有無を把握する。 

   ③SDS（安全データシート）に基づく適正管理に努める。 

６．再生砕石の環境性能の向上及びサービスの改善 

① 再生砕石の品質向上とデータ集計に努める。 

７．環境関連法規の遵守 

① 法改正等を月に 1回確認し、関係者に周知する。 

８．経営における課題とチャンスを踏まえ環境経営の継続的な改善を行う 

① 廃プラスチックの処分先を開拓する。 

② 総務による営業事務活動を行う。 

③ 外国人雇用 3名追加する。 
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①再生砕石の品質向上とデータ集計に努める。 

１．環境経営目標及び実績とその評価 

  ●第 32期（2022 年 7月～2023 年 6 月）運用期間の目標と実績は以下のとおりです。

  ●環境目標 8項目のうち、全ての項目について目標を達成する事ができました。 

＜全体＞

環境経営目標 
事業 
区分 

単位 
基準年 

(第 29期目標値) 

第 32 期 
(2022 年 7月～2023 年 6月) 達成状況

の判定 
目標値 実績値 

1 

二酸化炭素 
排出量の削減 

廃棄物 
＋ 
解体 

㎏-CO ／
百万円 

1,351.6 
1,233.6 
(△3％) 

908.4 ○ 

㎏-CO 894,677 816,548 706,512.9 ― 

（電気の使用量） 
kWh／ 

百万円 
361.4 329.8 307.5 × 

（軽油使用量） 
L／ 

百万円 
483.1 441.0 294.8 ○ 

2 
廃棄物排出量 
（一般廃棄物） 

の削減 

廃棄物 
＋ 
解体 

㎏／ 

百万円 
1.223 

1.220 
(△0.01％) 

415 ○ 

㎏ 755 752 322 ― 

3 
受入廃棄物の 

リサイクル率向上に 
よる最終処分量の削減 

廃棄物 
＋ 
解体 

ｔ／ 

百万円 
4.946 

4.931 
(△0.1％) 

3.339 ○ 

ｔ 3,060 3,051 2,596 ― 

4 
水（上水道）使用量 

の削減 

廃棄物 
＋ 
解体 

1,572 1,567 356 ○ 

5 
化学物質使用量の 

適正管理 

廃棄物 
＋ 
解体 

㎏ 
化学物質の適正 

管理に努める 

化学物質の適正 

管理に努める 
0 ○ 

6 
再生砕石の環境性能の
向上及びサービスの改

善（販売量） 
廃棄物 

再生砕石の品質 

向上とデータ 

集計に努める 

再生砕石の品質 

向上とデータ 

集計に努める 

14,648 ○ 

7 環境関連法規の遵守 
廃棄物 
＋ 
解体 

－ － 
環境関連法規を遵

守します 

環境関連法規を遵

守します
〇 

8 

経営における課題とチ
ャンスを踏まえ環境経
営の継続的な改善を行

う 

廃棄物 
＋ 
解体 

－ － 

①廃プラスチック

の処分先を開拓す

る 

②総務による営業

事務活動を行う 

③外国人雇用3名

追加する 

①廃プラスチック

の処分先を開拓し

た 

②総務による営業

事務活動を行う 

③外国人雇用3名

追加する

〇 

 備考：●目標値は第 23期～第 25期の 3年分の平均値より算出しました。（ ）内は前年目標値に対す

る削減率を示します。 

    ●二酸化炭素排出量の購入電力排出係数は、令和 3 年度九州電力㈱調整後排出係数（0.389 ㎏-

CO /kWh）を使用しました。 

●事業区分とは産業廃棄物処理業(事務所活動含む)と解体工事業を示します。 

●化学物質使用量は少ないため数値目標は設定せず適正管理することを目標にしました。 

●目標数値に対して実績数値が大きくかい離した場合は、目標数値を是正する場合があります。 

●次年度の環境経営目標は、15ページの環境経営目標に記載しています。 

Ⅵ．環境経営目標及び環境経営計画の実績・取組結果とその評価並びに次年度の環境

経営目標及び環境経営計画 
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＜解体工事＞ 

環境経営目標 
事業 

区分 
単位 

基準年 

(第29期目標値) 

第 32 期 

(2022 年 7月～2023 年 6月) 達成状況

の判定 
目標値 実績値 

1 

二酸化炭素 

排出量の削減 

解体 

㎏-CO ／

百万円 
1,351.6 

1,233.6 

(△3％) 
591.1 ○ 

（電気の使用量） 
kWh／ 

百万円 
361.4 329.8 0.0 ○ 

（軽油使用量） 
L／ 

百万円 
483.1 441.0 222.6 ○ 

2 

受入廃棄物の 

リサイクル率向上に 

よる最終処分量の削減 

解体 
ｔ／ 

百万円 
4.946 

4.931 

(△0.1％) 
0.134 ○ 

備考：●目標値は第 23 期～第 25期の 3年分の平均値より算出しました。（ ）内は前年目標値に対する

削減率を示します。 

   ●二酸化炭素排出量の購入電力排出係数は、令和 3 年度九州電力㈱調整後排出係数（0.389 ㎏-

CO /kWh）を使用しました。 

●事業区分とは産業廃棄物処理業(事務所活動含む)と解体工事業を示します。 

●建造物解体工事は既設物を解体することで残骸物の大半が産業廃棄物になり、その産業廃棄物

の運搬や処分の大半は当社で行っており、営業担当や事務担当、そして事務所も共有し全体に含

みます。 

●受入廃棄物の目標と実績の差が大きいのは、今期の解体物件が、鉄筋鉄骨コンクリート造が多

く、コンクリートリサイクル率が高かったためです。（木造解体が多い場合は実績値が高くなり

ます） 
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２．環境経営計画の実績 

当社の第 32 期（2022 年 7 月～2023 年 6 月 全体）事業活動における環境経営計画

の実績は以下のとおりです。 

（１）二酸化炭素排出量の削減 

 ＜二酸化炭素排出量（全体）＞ 

●二酸化炭素排出量は 706,512.92kg-CO2で、燃料別の排出構造は軽油が 83.74％、 

電力が 13.17％の割合となっています。 

種類 単位 使用量 二酸化炭素排出量(㎏-CO2) 構成比率(％) 

電気 kWh 239,214.00 93,054.25 13.17 

灯油 L 360.00 896.40 0.13 

都市ガス N  1.00 2.16 0.00 

液化石油ガス  9.60 59.62 0.01 

ガソリン L 9,009.31 20,901.60 2.96 

軽油 L 229,301.90 591,598.90 83.74 

合計 706,512.92 100.00 

＜二酸化炭素排出量（解体工事）＞ 

● 解体工事に関する二酸化炭素排出量は 163,736.23kg-CO2で、全体の約 23.17％

を占めています。 

● 燃料別の排出構造は、軽油が 97.17％の割合となっています。 

● 建設現場での現場事務所設置無等で現場での電気使用がなく、営業活動などは

廃棄物業の事務所費用に含んでいますので、今回は 0でした。 

種類 単位 使用量 二酸化炭素排出量(㎏-CO2) 構成比率(％) 

電気 kWh 0.00 0.00 0.00 

灯油 L 0.00 0.00 0.00 

ガソリン L 1,995.00 4,628.40 2.83 

軽油 L 61,669.70 159,107.83 97.17 

合計 163,736.23 100.00 



23

（２）廃棄物排出量(一般廃棄物)の削減（全体）

●当社から排出する一般廃棄物は、紙類が多く、古紙回収業者を通して再資源化

しています。 

一般廃棄物 排出量（㎏） 構成比率（％） 

紙類、かん・ビン 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、廃プラ 

再使用 0.00 0.00 

再生利用 159.00 49.30 

その他可燃ごみ 
熱回収焼却 163.50 50.70 

単純焼却 0.00 0.00 

その他不燃ごみ 最終処分 0.00 0.00 

合計 322.50 100.00 

（３）受入廃棄物のリサイクル率向上による最終処分量の削減 

＜産業廃棄物排出量（全体）＞ 

●廃棄物最終処分量は本業である受入廃棄物を再資源化できなかったもので、 

その比率は 5.70％まで抑制しました。 

産業廃棄物 排出量（ｔ） 構成比率（％） 

廃プラ、金属くず、紙

くず木くず、繊維く

ず、ｺﾞﾑくずガラスく

ず等、その他 

再使用 0.00 0.00 

再生利用 42,996.47 94.30 

焼却処理 0.00 0.00 

最終処分 2,596.68 5.70 

合計 45,593.15 100.00 

＜産業廃棄物排出量（解体工事）＞ 

   ●解体工事現場では、発生する産業廃棄物の大半が自社工場にて選別・リサイク  

    ルされます。最終処分量は 2.10％まで抑えることが出来ています。 

産業廃棄物 排出量（ｔ） 構成比率（％） 

廃プラ、金属くず、紙

くず木くず、繊維く

ず、ｺﾞﾑくずガラスく

ず等、その他 

再使用 0.00 0.00 

再生利用 1,726.27 97.90 

焼却処理 0.00 0.00 

最終処分 37.06 2.10 

合計 1,763.33 100.00 
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３．第 32 期の環境経営目標達成の為の活動計画と次年度の取組内容 

●次年度の環境経営目標は、15ページの環境経営目標に記載しています。 

（１）二酸化炭素排出量の削減 

●第 32 期の二酸化炭素排出量の削減は、会社全体での総合評価は目標を達成で

きましたが、電気の項目において目標を達成出来ない月がありました。 

●本店（工場含む）の電気使用量は前期と変わらない使用量でしたが、それに見

合う売り上げの確保が出来ず、売上換算目標値を達成出来ませんでした。 

●新型コロナウイルス感染症対策として換気が重要であるため、健康に配慮する

ことを優先し、換気しながらのエアコン使用を認めました。 

●窓を開放してのエアコン使用により、フィルターが汚れやすくなりました。エ

アコンの稼働負荷を軽減するため、定期的にフィルター清掃を実施しました。 

●エアコンの定期点検を実施しました。 

●重機等の機械未使用時のエンジンストップを指示しました。 

●収集車両運転においてアイドリングストップの徹底を指示しました。 

●重機運転の際、急が付く運転を控えるように指示しました。 

●産業廃棄物収集車両の入れ替えの際、低燃費の環境を配慮した車両にしました。 

●来期(第 33 期)も引き続き、節電や重機未使用時のアイドリングストップ、 

重機運転の際の出力を抑えるなど、二酸化炭素排出量削減に努めます。 

 （２）廃棄物量排出量（一般廃棄物）の削減 

●一般廃棄物排出量の削減は、目標を達成できました。 

●当社から排出する一般廃棄物は紙類が多く、ペーパーリサイクル会社を通し 

再資源化されています。 

●お中元やお歳暮で頂いた品を従業員へ配布する際に、箱を再利用することで搬

出物を減らしました。 

●社内外問わず、会議が集合形式ではなく WEB 会議形式へ移行していき、紙媒体

の使用が減少しました。 

●コロナウイルス感染症の影響もあり、外食が減り、弁当やカップ麺などの食品

容器ごみが増えたように思えました。 

●新型コロナウイルス感染症対策でアルコール等の消毒液購入や、タオル使用を

止めて除菌シートと手拭きペーパーを購入して使用しましたので、一般廃棄物

が増えました。 

●政府によるコロナ感染症対策の改定により、消毒液と除菌シートは継続し、手

拭き用ペーパータオルの使用を廃止しましたので、来期の一般廃棄物が少しは

減っていくと思われます。 

●来期(第 33 期)も一般廃棄物排出削減に努めていきます。 
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（３）受入廃棄物のリサイクル率向上による最終処分量の削減 

●当社は産業廃棄物の中間処理を業として行っております。 

●外部から受け入れた産業廃棄物を、自社のプラントで選別やリサイクル処理を

行うことで産業廃棄物を減量化することに努めています。 

●本来、自社発生ゴミではないのですが、外部の産業廃棄物をどれだけ減量化し、

環境活動に貢献できているかを考え、システムを見直し、更なる社会貢献につ

ながることが出来ればと考えております。 

●受入廃棄物のうち廃プラスチックや選別困難物が多く入った混合廃棄物と、石

綿含有建材の量が増加傾向にありますので、埋め立て処分場行きの量が増えて

きています。 

●売却やリサイクル化ができるものを把握し、現場指導をしています。 

●顧客返却物の管理を見直し、クラウドアプリによる情報共有で、返却を徹底し

ています。 

●選別方法を改善してリサイクル率を高めています。 

●産業廃棄物を選別した後の、廃プラスチックの新しい出し先を確保・拡充のた

め、二軸破砕機を導入し、計画を進めています。 

●来期(第 33 期) も産業廃棄物排出削減に努めていきます。 

 （４）総排水量（給水量）の削減 

●節水活動は良好に行われ、目標を達成できました。 

●コロナウイルス感染症対策で、手洗い等による水使用量が増加しています。 

●2023 年 2 月、大幅に水使用量が増加しており、凍結による水道管破裂で漏水

している可能性があったため、設備業者の手配をし、修理して頂きました。 

●修理後の水使用量が減ったため、漏水が事実であったと思われます。 

●来期(第 32 期) も節水活動に努めていきます。 

（５）化学物質使用量の適正管理 

    ●化学物質使用量の適正管理について、対象物の購入がありませんでした。 

注文数量の把握及び在庫確認、SDS に基づき適正管理に努めています。 

●来期(第 32 期) も SDS に基づき適正管理に努めていきます。 
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（６）再生砕石の環境性能の向上及びサービスの改善 

●目標値設定のために再生砕石の販売数量を集計しました。 

●価格改定後に減少した出荷量が少しずつ増えてきました。 

●来期(第 33 期)からの販売目標値を設定しました。 

●再生砕石の品質向上と定期試験を行いました。 

●来期(第 33 期) も再生砕石の環境性能の向上及びサービスの改善に努めてい

きます。 

（７）環境関連法規の遵守 

●法改正等を月に 1回確認し、大気汚染防止法再改正も関係者に周知しました。 

●廃棄物処理法、建設リサイクル法、フロン排出抑制法など、当社の事業活動

に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんで

した。 

●また、関係機関等からの違反の指摘、利害関係者からの訴訟も過去 3 年間あ

りませんでした。 

●来期(第 33 期)も環境関連法規の順守に努めていきます。 

法規名 主な遵守事項 

廃棄物処理法 マニフェスト・委託契約の管理、許可内容変更の届出 

下水道法 放流水の排出管理 

建設リサイクル法 対象工事の届出、分別解体の実施 

フロン排出抑制法 業務用エアコンの簡易点検、引渡義務、費用負担 

労働安全衛生法 

施行規則 

ダイオキシン類に関する特別教育及び除去作業時の管理 

石綿障害予防規則 石綿取扱作業届出、石綿作業主任者の選任、石綿取扱特別教育、石

綿取扱作業時の管理、健康診断の実施 

福岡県暴力団排除条例 暴力団排除施策協力 

大気汚染防止法 一般発生粉じん施設届出 

消防法 少量危険物取り扱いの届出、掲示等 

オフロード法 特定特殊自動車の基準適合表示等 

騒音規制法 特定建設作業届出等  

振動規正法 特定建設作業届出等 

グリーン購入法 環境物品の購入 

家電リサイクル法 製品廃棄の際の適正な引渡、処理料金の支払い 

地球温暖化対策推進法 事業者の温室効果ガスの排出の抑制等のための措置 

電気事業法 事業用電気工作物の定期検査及び年次点検の実施 

道路交通法 安全運転管理者の専任、酒気帯び等の確認・記録の実施 
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（８）経営における課題とチャンスを踏まえ環境経営の継続的な改善を行う 

●経営における課題とチャンスについて、有効に運用されていることを確認し

ました。 

●廃プラスチックの処分先開拓のため、前期に購入した廃棄物の二軸破砕機の

産業廃棄物処理許可取得手続きは、現在進行中です。 

●来期(第 33 期)は産業廃棄物処理許可を取得し、廃プラスチックの処分先を開

拓していきます。 

●コロナ感染症対策に準じた業務効率化問題で、クラウドアプリを利用し、会

議などの集合を避けることが出来るようになりました。 

●クラウドアプリ利用で情報共有の工夫を図りました。 

●必要に応じてグループの使い分けを行い、コミュニケーションの活性化を図

りました。 

●定期的にラインワークスサポートの協力を得て新しい取り組みを試みていま

す。 

●人事・給与・勤怠等のシステムについて IT導入補助金を利用してクラウドシ

ステムへ移行していきます。 

●外国人雇用の 3名追加について、コロナ過の影響で入国遅れが発生しました。 

●総務による営業事務活動参加として、主要営業担当とお客様のフォローを行

うため、収集運搬車両の配車を行い、産廃容器稼働率集計及び情報共有を行

いました。 

●来期(第 33 期)は、①eラーニングで人材教育に取り組む、②人材不足解消の

ため新規雇用手段へ取り組む、③賃金改定に取り組む、の新たな課題とチャ

ンスを踏まえ環境経営の継続的な改善を行うとしました。 

１．環境経営方針・環境経営目標及び環境経営計画 

●エコアクション 21 ガイドライン 2017 年版に沿って、事業活動における課題とチャ

ンスを整理した上で、環境経営方針と環境経営目標及び環境経営計画を策定しまし

た。 

●環境への負荷及び目標達成のための取り組み状況、環境経営目標の達成状況、その

評価結果などを確認し、システムが有効であることを確認しました。 

●数年間は、今回の環境経営目標及び環境経営計画に取り組み、評価をしていきたい

と思います。 

Ⅶ．代表者による全体評価と見直し・指示 
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２．取組結果とその評価と課題、並びに次年度の取り組み提示 

●二酸化炭素排出量削減について目標達成していることを確認しました。 

●軽油使用量の削減目標達成が出来ましたが、電気使用量削減は目標達成できていな

い月がありました。売上増加でなく経費削減のために導入した設備が電気により稼

働することが要因だと思います。場合によっては電気使用量削減目標の見直しを検

討してください。 

●また、電気使用量については、前々期に行った会議で、新型コロナウイルス感染症

対策を優先し、冷暖房使用時であってもドアや窓を解放し、十分な換気を行うこと

で、健康に配慮することを優先しました。 

●夏季、夜間の気温上昇の影響でパソコンサーバーに負荷がかかり壊れそうであった

ため、止む無く、サーバー室の終日冷房運転を認めました。サーバー専用室を作る

か家庭用エアコンで節電出来ないかなど、今後の対策を検討する必要性を感じまし

た。 

●事務所エアコンのフィルタ清掃・洗浄が行われていることを確認しました。 

●一般廃棄物排出量削減について、取り組み内容を確認し、目標達成していることを

確認しました。 

●ＦＡＸ文書の電子化やマニフェストの電子化が進んでいることを確認しました。 

●新型コロナウイルス感染症対策でアルコール等の消毒液購入や、タオル使用を止め

て除菌シートと手拭きペーパーを購入して使用することを継続しています。しばら

く一般廃棄物排出量が増えますが、感染症対策を優先してください。 

●産業廃棄物排出量削減について、取り組み内容を確認し、目標達成していることを

確認しました。 

●水使用量の削減について、目標達成できていることを確認しました。 

●水使用量の管理により早期に漏水に気づき対処できたことは良かったと思います。 

●新型コロナウイルス感染症対策で、手洗い等による水使用量が増加しています。 

●化学物質使用量の適正管理について、対象物の購入がありませんでした。購入の際

は、安全データシートにより数量の把握と適正使用がされているかどうかを確認し

てください。 

●再生砕石の環境性能の向上及びサービスの改善について、再生砕石の販売数量の把

握と定期試験が行われていることを確認しました。 

●来期（2023 年 7月～2024 年 6月）以降の再生砕石販売目標数量を設定しました。 

●環境関連法規等について、大気汚染防止法が再改正され、新法に対応していること

を確認しました。 
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●その他、環境関連法規等の遵守状況を確認し、システムが有効であることを確認し

ました。 

●エコアクション 21実施体制について、最新版に更新されていることを確認しまし

た。 

●経営における課題とチャンスについて、有効に運用されていることを確認しまし

た。 

●コロナ感染症対策に準じた業務効率化問題で、クラウドアプリ利用による情報共有

を推進し、会議などの集合を避けることが出来るようになりました。 

●総務による営業事務活動参加について、主要営業担当とお客様のフォローを行うた

め、収集運搬車両の配車を行い、産廃容器稼働率集計及び情報共有を行っているの

を確認しました。 

●環境に関し、外部からの苦情等が無かったことを確認しました。 

●緊急連絡網が機能しているかどうかの確認、防災訓練、朝礼での KYK（風が強い時

の飛散防止と粉塵防止や降雨時の泥引き防止等）発信など、安全と環境を考慮した

取り組みを自ら行い、また行われていることを確認ました。 

●環境経営の取り組み内容と評価を確認し、システムが有効であることを確認しまし

た。 

●環境経営方針・目標について、7月の経営計画発表会での周知、環境経営方針・目

標を各フロアに掲示、朝礼用シート配賦等により、全従業員に周知されていること

を確認しました。 

●2023 年 2月にＳＤＧｓ宣言し、環境経営を考慮した持続可能な社会の実現に向けた

取り組みを行っていきます。 
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（太陽光発電システム設置状況） 

（ＳＤＧｓ宣言） 

Ⅷ．その他の環境活動取り組み等 


